
市街化区域を主対象とした最適交通モード導入に向けた調査・計画業務委託 

仕様書 

 

１ 目的 

 本市は、白井市地域公共交通計画※（以下、「交通計画」と言う。）p.18 に定める各公共

交通手段の位置付けに基づき、新たに市街化調整区域を中心に導入を予定しているオンデ

マンド交通を含めた、市内全域での最適な交通手段の役割分担の実現を目指している。 

本業務では、主に市街化区域を対象として、その「交通空白」の解消及びさらなる利便

性の向上を担う主要な交通手段として位置付けているコミュニティバスを中心に、交通再

編に向けた必要な調査及びルート・ダイヤその他の計画を行うものである。 

 

 ※白井市地域公共交通計画：本市ホームページ（https://www.city.shiroi.chiba.jp/ 

  soshiki/seisaku/mirai/san011/keikaku/17196.html）参照 

 

２ 業務範囲 

 白井市全域 

 

３ 業務期間 

 契約締結日の翌日から令和 9年 1月 29 日まで 

 

４ 業務内容 

（１）路線・地域特性の調査 

現在のコミュニティバス各ルートは、交通計画に基づき、令和 10 年 9 月から、同計

画 p.27 に示すように再編することとしている。これらの新ルートについて、現行ルー

トの利用状況、現地調査、文献調査等により、ルートごとに、考慮すべき輸送ニーズ、

考慮すべき他交通機関との連携、運行上の制約等を取りまとめる。 

なお、その際本市は、必要な資料の提供等について、受注者に協力するものとする。 

 

（２）運行ルート案、停留所配置案及びダイヤ案の作成 

交通計画及び別紙「コミュニティバスのダイヤ等改正案作成に向けた基本的な考え

方」（令和 8年 6月 22 日本市地域公共交通活性化協議会決定）に沿い、本市と協議・調

整を行いながら、次のとおり各案の作成を行う。 

その際、各案は、受注者が現に経営している路線バス事業における車両、施設、人員

その他のリソースを活用することを前提として作成すること。 

ア 運行ルート案 

交通計画 p.27 に示すルートを基本とするが、市街地（白井駅周辺、西白井駅周

辺、桜台地区、冨士地区、工業団地）内については、需要見込、利便性、速達性、安

全性、効率性等を考慮し具体的な経路を設定すること。 

イ 停留所配置案 

現行の停留所配置を基本とし、需要見込、利便性、安全性、効率性等を考慮し必要



な見直しを行うこと。特に、廃止予定区間にある停留所については、新ルート上への

移設や代替停留所設置の可能性を検討すること（例：（西ルート）清水口 3丁目、（北

ルート）名内西、（南ルート）堀込 2丁目 4番、池の上地区各停留所） 

ウ ダイヤ案 

車両・乗務員運用等の点において、可能な限り効率的なダイヤ案を作成すること。 

運行日は、基本的には現行どおり、日曜・祝日及び年末年始（12 月 29 日～1月 3

日）を除く毎日の運行とするが、令和 10 年 9 月から令和 11 年 3 月までの間に限って

は、年末年始を除く日曜・祝日も試験的に運行することを前提としたダイヤとするこ

と。この際、土曜日、日曜日及び祝日については、運転士確保の見込等に照らして実

際の運行が困難な場合や、平日との利用状況の差異により著しく非効率な運行となる

ことが見込まれる場合は、土休日専用又は休日専用のダイヤ案についても併せて作成

すること。 

 

（３）割引制度、決済方法等の提案 

コミュニティバスの利用増進や利便性向上に資すると考えられる割引制度、決済方法

等について、本市と協議・調整を行いながら、乗務員の業務負担や経費の増加を考慮し

た上で検討し実現性の高い提案を行うこと。 

   なお、運賃の検討については、市及び白井市地域公共交通活性化協議会運賃協議分科

会において別途実施するため、本業務には含まないものとする。 

 

５ 納品物 

（１）上記４の成果を取りまとめた報告書※ 2 部（正本及び副本） 

  ※本市地域公共交通活性化協議会への報告を予定 

（２）上記（１）の作成のために収集、作成等を行った基礎資料等 

（３）上記（１）及び（２）を収納した電子ファイル（CD-R 等） 

 

６ その他 

（１）本業務で作成された各案については、令和 9年度までに本市地域公共交通活性化協

議会及び市民等からの意見をいただき、別途契約するコミュニティバス運行業務委託に

おいて、それらの意見を踏まえた修正を行った上で、国への許可申請を行うことを予定

している。 

（２）本仕様書に記載している業務内容は、必要最低限の事項を記載したものであり、 

受注者はその専門的知見等に基づき、委託料の範囲内において、業務成果の向上に資す

る提案を積極的に行うよう努めること。 
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コミュニティバスのダイヤ等改正案作成に向けた基本的な考え方 
 

１ 地域公共交通計画におけるコミュニティバスの位置付け 

「交通結節点等を中心に、路線バスを補完して市内拠点を結ぶとともに、主に市街化区

域内における交通空白地を対象として、自家用車を自由に使用できない高齢者等の日中帯

における外出機会を確保する交通手段」（p.18） 

 

＜ルート及びダイヤ見直しの考え方＞（p.26） 

○主に拠点間及び市街化区域内にルートを短縮。大回りや枝線経由も減らし所要時間短

縮、便数増 

○近年の民営路線バスの減便等により通勤・通学に不便が生じている七次台地区、冨士

地区（風間街道沿い）等の市街地や、白井工業団地における通勤・通学輸送を補完 

○民営路線バスとの並行区間では、当該事業者とダイヤや行先を調整し補完・共生 

○鉄道や民営路線バスとの接続にできる限り配慮したダイヤ作成 

 

２ ルート・ダイヤ改正時期 

令和１０年９月１日（金） 

 

３ ルートについて 

白井市地域公共交通計画に示すルートを基本とする。 

ただし、市街地（白井駅周辺、西白井駅周辺、桜台地区、冨士地区、工業団地）内の経

路は、需要見込、住民意見、利便性、速達性、安全性、効率性等を踏まえて調整を行う。 

 

４ ダイヤ作成の方針 

上記１に加えて、次の方針によりダイヤ案を作成する。 

 

（１）西・南・北ルート 

 ア 朝夕の通勤通学時間帯（概ね６時台後半～８時台前半及び１７時台～１８時台） 

・ 西白井駅における鉄道との接続及び白井工業団地の就業開始時刻を考慮した上で、

各路線とも朝夕それぞれ最低２往復以上を確保（３往復以上設定可能な場合は北ル

ートに優先配分）する。 

・ 運行頻度を確保するため、当該時間帯は、西白井駅を起終点とし、市役所～白井

駅～西白井駅間は運行しない。 

イ 日中帯（概ね８時台後半～１６時台） 

・ 概ね２時間に１本以上（合計４本以上）の便数を確保するとともに、運行間隔の

平準化を図る（理想は等間隔ダイヤ）。 

・ 白井市役所～白井駅～西白井駅間は３路線が重複するため、運行間隔を平準化す

るほかに、状況によっては一部の便を西白井駅折り返しにして同区間を運行しない

ようにするなど、車両及び乗務員の運用が同区間に過剰に割かれないようにする。 

 ・ 市役所での東ルートとの乗継ぎの利便性を考慮する（北ルートの短縮により、西

部と東部を直接結ぶ路線がなくなるため）。 

ウ 全時間帯を通算して、現行と同数以上の便数を確保する。 

エ 西ルート、南ルートの周回部分は右回りと左回りを交互に運行する。 

オ 西ルートのさわやかプラザ軽井沢は、営業時間外は通過扱いとする（現行どおり）。 
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（２）東ルート 

 ア 朝夕の通勤通学時間帯（概ね６時台後半～８時台前半及び１７時台～１８時台） 

・ 千葉ニュータウン中央駅における鉄道との接続を考慮した上で、朝夕それぞれ最

低１往復以上を確保する。なお、木下街道沿い～白井駅間の通勤・通学需要は京成

バスセントラル白井線の利用を優先する。 

イ 日中帯（概ね８時台後半～１６時台） 

・ 概ね２時間に１本以上（合計４本以上）の便数を確保し、運行間隔の過密や空白

を避ける。 

・ 現行の復路５、６便間にある約５時間の空白は解消する。 

ウ 全時間帯を通算して、現行と同数以上の便数を確保する。 

エ 市民プール及び運動公園の支線は、利用が多く見込まれる時間帯（例えば９時頃と

１７時頃など）の便のみ経由するものとする。 

オ 福祉センターは、営業時間外は通過扱いとする（現行どおり）。 

 

《便数の前後比較》 

  

早朝 

（～6時

台前半） 

通勤・通学（朝） 

（6時台後半～ 

8 時台前半） 

日中 

（8時台後半～ 

16 時台） 

通勤・通学（夕） 

（17 時台～ 

18 時台） 

夜間 

（19 時台～） 

西
ル
ー
ト 

現
行 

往路 0便 

復路 0便 

往路 1便 

復路 1便 

R7 利用 2,694 人 

往路 5便 

復路 3便 

R7 利用 12,677 人 

往路 2便 

復路 2便 

R7 利用 2,991 人 

往路 0便 

復路 1便 

R7 利用 321 人 

合計：往路 8便・復路 7便（7.5 往復）R7 利用 18,683 人 

改
正
後 

 2 往復以上 4 往復以上 2 往復以上  

合計：8往復以上 

南
ル
ー
ト 

現
行 

往路 0便 

復路 0便 

往路 0便 

復路 0便 

往路 4便 

復路 5便 

R7 利用 13,074 人 

往路 2便 

復路 1便 

R7 利用 1,806 人 

往路 0便 

復路 1便 

R7 利用 320 人 

合計：往路 6便・復路 7便（6.5 往復）R7 利用 15,200 人 

改
正
後 

 2 往復以上 4 往復以上 2 往復以上  

合計：8往復以上 

北
ル
ー
ト 

現
行 

往路 0便 

復路 0便 

往路 2便※ 

復路 2便 

R7 利用 9,185 人 

往路 5便 

復路 6便 

R7 利用 22,993 人 

往路 1便 

復路 2便 

R7 利用 8,153 人 

往路 1便 

復路 0便 

R7 利用 736 人 

合計：往路 9便・復路 10便（9.5 往復）R7 利用 41,067 人 

改
正
後 

 2 往復以上 4 往復以上 2 往復以上  

合計 9.5 往復以上 

東
ル
ー
ト 

現
行 

往路 0便 

復路 0便 

往路 1便 

復路 1便 

R7 利用 5,132 人 

往路 5便 

復路 4便 

R7 利用 19,811 人 

往路 1便 

復路 0便 

R7 利用 2,303 人 

往路 0便 

復路 1便 

R7 利用 1,259 人 

合計：往路 8便・復路 7便（7.5 往復）R7 利用 28,505 人 

改
正
後 

 1 往復以上 4 往復以上 1 往復以上  

合計 7.5 往復以上 

※北ルート：往路 1便（公民センター始発）は非計上。周回便は往・復に区間区分して計上。 
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４ 運行日について 

・ 祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く月曜日から土曜日までの運

行とする。（従前どおり） 

  ・ ただし、令和１０年９月１日～令和１１年３月頃においては、年末年始を除く日

曜、祝日にも運行し、ニーズを確認する。 

  ・ 土曜日、日曜日及び祝日については、運転士の確保等において実際の運行が困難

な場合や、平日との利用状況の差異により著しく非効率な運行となることが見込ま

れる場合は、土休日専用ダイヤを組成することも検討する。 

 

５ 車両 

  ・ 通勤通学利用や臨時的需要を想定し、立席を含めてある程度の定員を確保するた

め、現行車両（日野ポンチョ）と同程度のサイズとする。 

・ 台数は、上記３の各方針を満たした上で、時間帯に応じて運用台数を変更するこ

とも含めて、可能な限り少ない台数で運行することを目指す。（現行：４台） 

 

６ 運賃、割引制度の方向性 

・ 計画上の目標（例：収支率 12.1％→16.9％以上）、民営路線バス・タクシー・オン

デマンド交通等の他交通機関との共生、物価・燃料費等の上昇への対応、ドライバ

ー確保等のための適正な人件費計上を伴う運行委託料などを実現するため、基本運

賃は「値上げ」の方向で検討する。 

・ ただし、自家用車を自由に使用できない高齢者や障がいのある人の外出機会を確

保するための割引制度等を併せて検討する。 

・ また、利便性向上のため、定期券や 1 日乗車券等の企画乗車券の導入、現行回数

券や乗継券制度の見直し等についても、乗務員の業務負担や経費の増加を考慮した

上で可能性を検討する。 

 

７ 運行契約 

  ・ 運行事業者数について、２社による運行を１社に集約し、車両や乗務員の運用効

率を高める。 

・ 現実にある資源（車両、人員、車庫等）に基づく運行計画を作成するため、ダイ

ヤ案の作成委託とその後の運行業務を一体的に委託。 

・ 契約方法については、厳しい収支が見込まれる中で安定的な運行を維持するため、

現行方法（委託額から事業者の運賃収入を差し引いた額を支払う。運行事業者は毎

月一定額の収入を確保可）を承継する。 

 

８ 今後の作業予定 

・ 令和 8年 9月～令和 9年 1月 ダイヤ、運賃、割引制度等の案作成（委託及び市） 

  ・ 令和 9年 2月 作成した案を協議会で審議（1回目） 

  ・ 令和 9年度 広聴、協議会審議（2、3回目）、運賃協議会 

→ 案の修正、運行内容決定、市民周知開始 

  ・ 令和 10 年度 国への許可申請、改正実施（9月） 


